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論文の内容の要旨 

 

第 1 章では、第 1 節で、イタリアの地方制度の概要を簡潔に提示する。以下では、県、

コムーネ及び大都市を指して「地方団体」、そこに州も加えた場合に「領域団体」という。

第 2 節では、イタリアにおける地域国家の進展について、州を中心にしながら、次の時代

区分に沿って検討を加える。第一は、1948 年憲法により地域国家の誕生した「揺籃期」

である。検討は、地域国家という概念を導入した憲法制定議会の議論から始める。中心と

なるのは、「一にして不可分の共和国」という理念とともに、自治と分権の理念を掲げた

憲法第 5 条をめぐる議論である。しかし、憲法により初めて州が導入されたものの、冷戦

状況等の下、制定後間もなく憲法は一部「凍結」されるに至った。第二は、通常州設置と

その後の抑制を扱う「実施期」である。特別州とは異なり、通常州の実体化は 1970 年ま

で延期された。こうした通常州の設置に至る経緯、設置に係る法令及びそれに関連する憲

法裁判決を扱う。第三は、立法改革及び憲法改正の行われた「変革期」である。1990 年

代には、法律レベルで行政権限を中心に州等への大幅な分権が行われた。ここでは、分権

の背景と関係法令の内容について触れる。また、1990 年代改革の成果を踏まえ、2001 年

には立法・行政・財政の各分野について国と州等の権限関係を大きく見直す憲法改正が実

現した。第四は、2001 年改正以降の憲法改正をめぐる「再編期」である。この時期、二

度、憲法改正案が議会で可決されたが、いずれも国民投票で否決された。以上の第二次世

界大戦後の推移をまとめれば、1948 年の憲法施行、1970 年の通常州設置、2001 年の憲法

改正という画期をなす事象があり、それに続いて、立法や憲法裁判決を介して、改革を一

定程度抑制する動きが生じている。それでも従来、自治及び分権を拡大する方向で改革が

進められてきた。これに対して、2016 年憲法改正案は、国の権限を拡大する立法権限配

分の見直しをはじめ、2001 年憲法改正の成果と一線を画する。また、第 3 節では、地方

団体の自治について、その制度枠組を確認し、近年、どのような見直しが進められている

かについて論じる。 

第 2 章では、第 1 節で、州の立法権に関する議論として、国と州の立法権限配分を規定

した憲法第 117 条に関する憲法制定議会の議論を検討し、そこから第二次世界大戦以降に

形成・蓄積された州の立法権限に関する学説が 2001 年憲法改正の内容を踏まえてどのよ

うに展開しているか、代表的な憲法学者の論説を基に整理を行う。そこからは、州の立法

権が、完全に付与（分割）されている訳ではなく、国による一定の制約を受ける一方、地

域固有の必要性があれば、国の法律の例外として認められる可能性があることがうかがえ

る。つまり、イタリアの立法権分割は、単純な階統制とは異なり、事由ごとに最低限度の



国による留保を伴う立法権分割と位置付けることができるように思われる。第 2 節は、地

方団体の憲章制定権及び規則制定権に関して、主要な学説及び判例を整理する。その整理

からは、地方団体の規則が、二次的性格を持ちつつも、2001 年憲法改正以降、国及び州

の法律に対して当該規則に留保された権限領域が保障される可能性がうかがえる。また、

同改正以降、地方団体の規則制定権の根拠は憲法となっており、一定の分野において、地

方団体の規則は、国又は州の規則に優越する。第 3 節では、憲法制定当初は、憲法に列挙

された事項に対象を限定され、国の法律の定める原則の範囲内でしか制定できなかった州

法が、2001 年憲法改正を経て、どのように実践されているか、代表的な事項として州選

挙制度及び観光の二分野を取り上げて確認する。第 4 節では、結論として、州及び地方団

体の「立法権」の特色を明らかにする。 

第 3 章では、第 1 節でイタリアの憲法訴訟の状況について簡単に説明した後、国と州の

間の立法権限配分の運用に係る憲法裁判決の全般的な傾向を分析する。その傾向を要約す

れば、次のとおりである。①実際の立法において複数の事項が複合的に存在している場合

に、憲法裁判決は、国の専属的立法事項を積極的に解釈し、国の立法者が州の権限事項を

含む複数の事項についても措置すること（つまり、統一的な規制を行うこと）を可能にす

る「横断的（立法）事項」であると考えている。②国と州それぞれの権限が重なり合って

分けられない場合に、まず、訴えられた立法の核心が複数ある権限事項の一つに属するこ

とが明白であれば、当該事項を優先することとし、実態としては国に有利な結論が導かれ

てきた。逆に、一方が他方より確実に優位すると認められない場合には、州の権限を保護

するため州の適当な参加手段を整えるよう国の法律に義務付けることがしばしば行われ

ている。③憲法裁判決は、憲法に列挙された国の専属的立法事項及び国と州の競合的立法

事項以外の事項であるからといって、自動的に州の権限に属するとは判断していない。（憲

法の条文は、国の立法に明示的に留保されていない事項はすべて、州が立法権を有すると

規定している。）④憲法裁判決は、統一的な規制を行う必要がある場合に、本来は行政権

について（のみ）認められた補完性原理を利用して、州の立法権限の国への一定の移転を

認めている。第 2 節から第 6 節では、上で述べたような項目並びに（日本との比較でも重

要になる）主権の解釈について、実際の判決に基づいて、憲法裁判所の判断をより詳細に

検討する。結論では、以上の検討を踏まえ、憲法裁判所による憲法解釈の特色と影響につ

いてあらためて総括する。 

第 4 章では、第 1 節で、イタリア上院の制度及びその運用に関する従来の経緯を論じる。

イタリアではまず、1848 年に制定されたアルベルト憲章（1948 年共和国憲法の制定まで

イタリアの憲法と位置付けられたもの）により、下院と非対等で構成も相違したいわゆる

貴族院型の上院が置かれた。しかし、憲法制定議会における上院の性格等に関する議論を

経て、権限及び構成の面において下院とほぼ異なるところのない、国民の代表たる上院が

設置されるに至った。上院を地域代表の院とする意見もあったが、多数派を形成すること

はできず、上院議員が「州を基礎として」選ばれるという文言が残されたにとどまった。



その後、1960 年代には上院の任期及び定数を改める憲法改正が行われ、80 年代以降は、

各種の改革案が議論されている。90 年代以降の改革案においては、上院に立法機能等の

面で地域代表の性格を付与しようとする傾向がある。また、現在の二院制の運用を見れば、

実質的に一院制に近い運用や、政府による立法の「占有」が見られ、上院改革の背景を成

している。第 2 節では、2005 年憲法改正案及び 2016 年憲法改正案を中心に、2001 年憲法

改正以降の上院改革案について、上院の組織及び権能の観点から整理し、それがイタリア

の地域国家像にどのような影響を与えるか考察する。第 3 節及び第 4 節は、補論として、

それぞれ、憲法改正や国の法律制定を素材として実際に州が国の決定過程にどのように関

与しているか、また、スペインの上院等について確認する。最後に、以上の検討を踏まえ、

イタリアにおける上院の現状及び改革案の内容についてひとまず評価を試みる（第 5 節）。 

第 5 章では、第 1 節で概観を述べた後、第 2 節において、憲法制定当初から 2001 年憲

法改正までの財政自治権に関する状況を検討する。当初から、州には財政自治権が認めら

れたものの、「国の法律で定める形式と範囲内において」という制約が課され、州に課税

権を認める税の範囲や、州の財政と国等の財政との調整は国の法律に委ねられていた。ま

た、実情を見ても、一定の支出権限は州に移譲されたものの、財源の大半は、国からの移

転支出によるものであり、州における歳出と固有財源の乖離は大きく、州間格差も開いて

いた。第 3 節から第 5 節では、まず、州等の財政自治権を大幅に強化した 2001 年憲法改

正による関係規定とその解釈及び当時の憲法裁判決の内容を確認する。続いて、改正後の

憲法第 119 条（領域団体の財政に関する規定）の具体化を目的として、財政連邦主義の原

則と政府への委任について定めた 2009 年法律第 42 号を対象とした検討を行う。さらに、

同法の委任を受けた 11 本の立法命令（法律と同等の効力を有する政府による命令）に基

づいて、財政連邦主義の実施状況を確認する。最後に、2009 年以降の経済・金融危機等

の影響や、現在の歳入の状況を確認して、イタリアの財政連邦主義モデルの現状を確認す

る（第 6 節）。 

終章では、第 1 節で、地域国家であるイタリア等と、連邦国家であるドイツ、アメリカ

合衆国等の制度及びその運用を素材として、①州等の性格と憲法上の権限配分のあり方、

②地域代表たる第二院の存在、③国家の重要な権限行使への州の参加の態様、④権限争議

に係る憲法裁判制度の存在、⑤税財政制度、⑥州とその下位にある地方団体の関係という

項目ごとに、両国家群を区別する主な要素は何か、その差異は実際にどの程度かについて、

比較・検討を行う。第 2 節は、現在のイタリアを主な素材として地域国家モデルの本質を

明らかにし、その中でも立法権限配分と上院についてより詳しく検討し、他の国家モデル

と比較した際の地域国家モデルの持つ意味を論じる。第 3 節では、立法権限配分の原理に

対する解釈、上院のあり方、裁判官選出のあり方という 3 点に関して、イタリアの事例か

らわが国への示唆を探る。 

 


